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東京工業大学における GPT 制度に関する要項 
  

（趣旨） 

第１条 この要項は，東京工業大学（以下「本学」という。）において，東京工業大学早期卒業に関する規程（平成 23 年

規程第 17 号）第３条第１号に規定する早期卒業希望者の要件及び東京工業大学大学院学則第 11 条第９号及び第 10 号

の取扱いについて（平成 16 年４月１日学長裁定）第２項第１号に規定する要件の基準として用いるグレード・ポイン

ト・トータル制度に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要項において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 グレード・ポイント（以下「GP」という。） 履修申告科目の成績に基づき算出される０又は 0.5 から 4.5 までの

数値をいう。 

二 グレード・ポイント・トータル（以下「GPT」という。） 履修申告科目の GP と単位数の積の総和を特定の値で除

して算出されるものをいう。 

（対象学生） 

第３条 GPT 制度を適用する対象学生は，本学の学士課程に在学する全ての学生とする。 

（対象授業科目） 

第４条 GPT 制度の対象とする授業科目（以下「対象授業科目」という。）は，卒業の要件となる全ての授業科目とする。

ただし，東京工業大学学修規程（平成 16 年規程第 10 号。以下「学修規程」という。）第 13 条の２から第 15 条までの

規定により単位を認定された授業科目は，対象としない。 

（GP の算出方法） 

第５条 対象授業科目の GP は，次の計算式により算出するものとする。ただし，学修の評価が 59 点以下の授業科目につ

いては「０」とし，学修規程第 12 条第２項ただし書の規定により「合格」又は「不合格」をもって学修の評価が行わ

れた授業科目については，「合格」の場合は「2.5」，不合格の場合は「０」とする。 

  GP �  （学修の評価－55）
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（GPT の算出方法） 

第６条 GPT は，次の計算式により算出するものとし，その数値に小数点以下第二位未満の端数があるときは，小数点以

下第三位の値を四捨五入するものとする。 

  GPT＝（在学期間に履修申告した対象授業科目の GP �単位数）の総和
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（GPT の教務 Web システムへの記載） 

第７条 GPT は，教務 Web システムに記載するものとする。 

 

附 則 

この要項は，平成 28 年４月１日から施行する。ただし，本学の理学部，工学部及び生命理工学部に在学する者につい

ては，適用しない。 
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東京工業大学における成績に対する確認及び 

不服申立てに関する要項 
 

 （趣旨） 

第１条 この要項は，東京工業大学の学士課程，修士課程，博士後期課程及び専門職学位課程に在籍する学生（以下「学

生」という。）からの成績に対する確認及び不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （成績に対する確認） 

第２条 学生は，成績に対して確認すべき事項がある場合は，次のいずれかの方法により確認することができるものとす

る。 

一 授業担当教員に，直接確認する。 

二 担当事務（学務部教務課又はすずかけ台地区事務部学務課の担当事務をいう。以下同じ。）を通じて，授業担当教

員に別に定める「成績に対する確認書」（以下「確認書」という。）を提出し，確認する。 

２ 前項第１号により学生から確認依頼を受けた授業担当教員は，直接当該学生に，確認結果を回答するものとする。 

３ 第１項第２号により学生から担当事務を通じて確認依頼を受けた授業担当教員は，担当事務を通じて，当該学生に，

確認書により確認結果を回答するものとする。ただし，授業担当教員の判断により，直接当該学生に確認結果を回答す

ることができる。この場合において，当該授業担当教員は，回答内容及び回答日を担当事務に通知しなければならない。 

４ 学生は，非常勤講師が授業担当教員である授業科目の成績に対して確認する場合は，原則として第１項第２号の方法

により確認するものとする。 

 （確認依頼受付期間） 

第３条 前条第１項による確認依頼の受付期間は，成績公開日から起算して，原則として 10 日以内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，当該学期に系所属，卒業又は修了の判定対象者であり，確認を行おうとする成績が系所属，

卒業又は修了の判定に関わる場合の受付期間は，成績公開日から起算して，原則として３日以内とする。 

 （確認に伴う措置） 
第４条 第２条第１項による確認依頼を受けた授業担当教員は，学生からの確認依頼があった日又は担当事務を通じて確

認書を受理した日から起算して，原則として 10 日以内に確認結果を回答するものとする。ただし，前条第２項に規定

する場合の確認依頼にあっては，原則として３日以内に確認結果を回答するものとする。 
２ 前項の回答に当たっては，授業担当教員は，確認結果に基づき，成績について変更する措置を採ることができる。こ

の場合において，授業担当教員は，当該措置の内容及びその理由を記録しなければならない。 

 （不服申立て） 

第５条 第２条により成績に対する確認を行った学生は，授業担当教員からの回答に対して不服がある場合は，別に定め

る「成績に対する不服申立書」（以下「不服申立書」という。）を，教育を担当する理事・副学長（以下「理事・副学長」

という。）あてに提出することにより，不服申立てができるものとする。 

 （不服申立て受付期間） 

第６条 前条による不服申立ての受付期間は，当該学生が第２条による回答を受理した日から起算して，原則として３日

以内とする。 

 （審査） 

第７条 理事・副学長は，第５条による不服申立書を受理した場合は，別に定める不服申し立てを却下する事由に該当す

る場合を除き，専門科目群の科目については関係する学院に，教養科目群の科目については関係する実施委員会におい

て当該不服申立ての審査を行わせるものとする。 
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２ 理事・副学長は，前項において，不服申立てを却下する場合は，担当事務を通じて，速やかに当該学生に文書により

通知するものとする。 

 （審査結果の報告及び対応） 

第８条 関係する学院又は実施委員会は，前条に係る審査を行い，その結果を，速やかに書面で理事・副学長に報告しな

ければならない。 
２ 前項の報告を受けた理事・副学長は，担当事務を通じて，当該学生及び当該授業担当教員に当該結果を文書により通

知する。この場合において，不服申立てを容認する結果であった場合は，授業担当教員に成績について変更する措置を

行わせるものとする。 
３ 前項の通知は，当該学生又は当該授業担当教員が希望した場合は，電子メールにて通知することができるものとする。 
 （雑則） 

第９条 この要項に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

 

   附 則  

１ この要項は，平成 28 年４月１日から施行する。 

２ この要項施行の際，現に学部に在学する者及び施行日以降に学部に再入学及び転入学する者については，この要項中

「系所属」とあるのは「学科所属」と，「専門科目群の科目については関係する学院」とあるのは「専門科目群又は専

門科目の科目については関係する学院又は学部」と，「教養科目群」とあるのは「全学科目」と読み替えるものとする。 

３ この要項施行の際，現に大学院研究科に在学する者及び施行日以降に大学院研究科に再入学及び転入学する者につい

ては，この要項中「専門科目群の科目については関係する学院」とあるのは「専門科目群又は専門科目の科目について

は関係する学院又は研究科」と，「教養科目群」とあるのは「全学科目」と読み替えるものとする。 
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東京工業大学における保証人等に関する取扱い 
 

（趣旨） 

第１条 この取扱いは，東京工業大学（以下「大学」という。）が，保護者等と良好な関係を築くとともに緊密に連携し，

学生（学士課程又は大学院課程に在学する正規課程の学生をいう。以下同じ。）の学業の成就及び学生生活の充実に資

することを目的とした保証人又は連絡先人（以下「保証人等」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 削除 

（保証人等の届け出） 

第３条 学生は，入学時に，所定の書式により保証人の連署を得て，保証人を大学に届け出るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，大学院課程に在学する学生は，保証人に代え，入学時に，所定の書式により連絡先人の連

署を得て，連絡先人を大学に届け出ることができるものとする。 

３ 学生は，保証人等を変更する場合又は保証人等の住所等に変更があった場合は，所定の書式により保証人等の連署を

得て，速やかに大学に届け出るものとする。 

（保証人等となり得る者） 

第４条 保証人とすることができる者は，学生の３親等以内の親族である成年者又は独立の生計を営む成年者とする。 

２ 保証人は，保証人となっている学生の休学，復学，長期欠席，留学及び退学（以下「身分異動」という。）に関するこ

と並びに誓書の遵守に関することについて，当該学生と密接な連係を保つものとする。 

３ 連絡先人とすることができる者は，緊急時に大学から連絡をすることができる成年者であって，日本に居住している

者とする。 

（学生の身分異動） 

第５条 保証人を届け出ている学生は，前条第２項に定める身分異動をしようとする場合は，所定の書式により保証人の

連署を得て，大学に願い出，又は届け出るものとする。ただし，やむを得ない事情により事前に保証人の連署が得られ

ない場合は，この限りでない。 

（学業成績書の送付） 

第６条 大学は，学士課程に在学する学生の保証人に対し，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める時期に学業

成績書を送付するものとする。 

一 系に所属していない学生 毎年 10 月 

二 系に所属する学生 毎年６月 

（保証人等への通知等） 

第７条 大学は，保証人を届け出ている学生が次の各号に該当する場合は，保証人に通知するものとする。 

一 大学の規則等に基づき表彰された場合 

二 大学の規則等に基づき懲戒処分を受けた場合 

三 保証人の連署のない身分異動の願い出を許可され，又は届け出を受理された場合 

四 転系又は転コースした場合 

２ 大学は，学生が次の各号に該当する場合は，保証人等に通知するものとする。 

一 授業料の納付を怠り，督促してもなお納付しなかった場合 

二 除籍された場合 

（保証人等への情報提供） 

第８条 大学は，保証人等に対し，大学の広報誌の送付その他の情報提供を行うものとする。 
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